
山口県後期高齢者医療広域連合公告第１０号 

 山口県後期高齢者医療広域連合の財政状況の公表に関する条例（平成１９年山口県後

期高齢者医療広域連合条例第２６号）に基づき、別紙のとおり公表します。 

  平成３０年５月１日 

 

山口県後期高齢者医療広域連合長 大 西 倉 雄 

 

 



１　平成２９年度下半期（平成２９年１０月１日から平成３０年３月３１日まで）の予算執行状況

予算現額
収入済額
収入率

予算現額
支出済額
支出率

山口県後期高齢者医療広域連合

8,554万9千円
2,078万5千円

分担金及び負担金

繰入金

繰越金

財産収入

総務費

一 般 会 計 予 算 の 執 行 状 況

8,554万9千円
6,691万4千円
78.2%

24.3%

諸収入

予備費

議会費

平成２９年度一般会計の当初予算額は、総額８，６９７万９千円を計上し、その後２回の予算補
正を行い、最終予算額は、８，５５４万９千円となりました。
また、平成２９年度後期高齢者医療特別会計当初予算は、総額２，３１１億７，９１６万６千円を

計上し、その後、平成２８年度の決算確定や国の保険料軽減措置等により２回の予算補正を行い、
最終予算額は、２，３６１億５，４９６万４千円となりました。

今回は、平成２９年度下半期における会計別の歳入歳出予算の執行状況並びに平成３０年３
月末日現在の財産、地方債及び一時借入金の現在高を次のとおり公表します。

《広域連合電算処理システムの構築》 《後期高齢者医療制度臨時特例基金の造成》
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（千万円）

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

（千万円）

0千円/1千円（12.3％）

316万1千円/316万1千円（100.0％）

231万2千円/231万1千円（100.0％）

15万5千円/55万8千円（27.8％）

2,063万円/8,481万1千円（24.3％）

0千円/18万円（0.0％）

1万1千円/2千円（521.2％）

6,143万円/8,007万4千円（76.7％）

予算額

執行額

予算額

執行額



予算現額
収入済額
収入率

予算現額
支出済額
支出率

公有財産

物品（重要物品） ３月末現在高 0 千円

債権

基金

３月末現在高 0 千円

※１　平成３０年３月末日現在の予算執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高を記載しています。

※２　出納整理期間（平成３０年５月末）までは現金の受払いがあるため、平成２９年度の決算額は、今回の数値とは異なります。

※３　表示単位未満の数値は、原則、四捨五入しています。

国庫支出金

県支出金

特別高額医療費共同事業交付金

支払基金交付金

2,273億2,303万6千円

３９億７，９４７万０千円

区　　　分

特 別 会 計 予 算 の 執 行 状 況

総務費

寄附金

県財政安定化基金借入金

現　　在　　高

特別高額医療費共同事業拠出金

地 方 債 の 額広 域 連 合 財 産

保険給付費

2,361億5,496万4千円

市町支出金

一 時 借 入 金
なし

諸支出金

公債費

繰越金

３９億６，９３９万７千円

財政調整基金

医療給付費準備基金

内
訳

2,361億5,496万4千円

基金積立金

89.2%

保健事業費

６件

2,106億5,311万6千円

なし

１，００７万３千円

財産収入

繰入金

諸収入

96.3%

地方債とは、特定の財源に充てる目的で資金を借り
入れることで、長期にわたる債務です。

一時借入金とは、年度途中で一時的に資金が不足す
る場合に借り入れる借入金です。

－ －－ －－－ －－－－－ －－－－ －国の医療制度改革により、「健康保険法等の一部を改正する法律」が平成１８年６月に公布さ
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（億円）

369億7,348万7千円/411億6,642万円（89.8％）

801億7,680万7千円/768億4,461万9千円（104.3％）

191億4,831万円/193億2,707万4千円（99.1％）

841億9,626万6千円/913億6,778万1千円（92.2％）5,362万円/4,585万1千円（116.9％）

65億2,592万9千円/65億2,592万9千円（100.0％）

0千円/1千円（0.0％）

2億4,796万2千円/2億7,630万1千円（89.7％）

0千円/6億24万円（0.0％）
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（億円）

3億3,235万8千円/6億982万2千円（54.5％）

2,089億5,338万2千円/2,298億8,951万6千円（90.9％）
5,273万6千円/5,736万5千円（91.9％）

3億4,064万1千円/4億4,917万2千円（75.84％）

3億3.311万9千円/3億3,321万3千円（100.0％）

0千円/1千円（0.0％）

6億4,088万円/48億1,587万5千円（13.3％）

－ －－ －－－ －－－－－ －－－－ －国の医療制度改革により、「健康保険法等の一部を改正する法律」が平成１８年６月に公布さ平成２０年度から後期高齢者医療制度が施行され、制度の運営に係る所要額を計上するため－

65万5千円/74万7千円（87.6％）

0千円/1千円（0.0％）

－ － － － －－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－ － －－－－－－－－－ －－－－－－－－ －－－－－－－－

予算額

執行額

予算額

執行額


